
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

掲載している行事などは、新型コロナウイルス感染症の
状況によっては中止・延期する可能性があります。

防
災
行
政
無
線
で
放
送
し
た
内
容
を
、
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。

０
１
２
０（
１
３
１
）９
９
４ 

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル「
ボ
ウ
サ
イ
キ
ク
ヨ
」で
覚
え
て
く
だ
さ
い
。

�

問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課
情
報
防
災
係 （
32
）３
１
１
１

防災行政無線
専用ダイヤル

納 期 限

2 28
月
曜
日

数
等
に
よ
り
変
動
し
ま
す
。

申
し
込
み
に
必
要
な
書
類

・
町
営
住
宅
入
居
申
込
書（
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

・
住
民
票
謄
本

・
所
得
証
明
書
・
課
税
証
明
書

・
扶
養
証
明
書
・
納
税
証
明
書

※
そ
の
他
、状
況
に
応
じ
て
提
出

書
類
が
異
な
り
ま
す
。

連
帯
保
証
人

　
入
居
に
当
た
り
、
町
が
定
め
た

資
格
を
有
す
る
連
帯
保
証
人
を
１

名
立
て
て
い
た
だ
き
ま
す
。　
　

　
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
水
道
課
都
市
計
画
係

（
32
）３
１
２
９

持
ち
物

・
申
請
書（
医
療
機
関
か
ら
通
院

を
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
を
受

け
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。）

・
認
め
印

・
振
込
先
の
分
か
る
も
の（
通
院

を
し
て
い
る
ご
本
人
の
も
の
、

児
童
の
場
合
は
保
護
者
の
も

の
）

・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給

者
証（
該
当
者
の
み
）

・
公
共
交
通
機
関
の
領
収
書
、定

期
券
の
写
し
等（
該
当
者
の
み
）

※
申
請
は
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
。町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
メ

ニ
ュ
ー
→
健
康
医
療
と
福
祉
→

障
が
い
者
支
援
→
障
害
者
等
通

院
費
等
補
助
金
）か
ら
も
申
請

書
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

（
32
）6
5
2
2

町
営
住
宅
桜
ケ
丘
団
地
入
居
待
機
者
を
募
集
し
ま
す

血
液
透
析
、ま
た
は
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
た
め

受
診
さ
れ
て
い
る
方
の
交
通
費
を
補
助
し
ま
す

「
信
濃
川
水
系
河
川
整
備
計
画

（
変
更
原
案
）」に
対
す
る
意
見

を
募
集
し
ま
す

２
月
10
日（
木
）

児
童
手
当
支
給
日

入
金
の
ご
確
認
を

　
町
営
住
宅
桜
ケ
丘
団
地
は
、
現

在
空
き
部
屋
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

入
居
待
機
期
間
内
に
退
去
者
が

あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
部
屋
へ
の

入
居
待
機
者
と
な
る
た
め
の
申
し

込
み
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

入
居
待
機
者
申
込
受
付
期
間

　

２
月
１
日（
火
）～
10
日（
木
）

説
明
会・抽
選
会

日
時　
２
月
17
日（
木
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
～

場
所　
役
場
２
階　
会
議
室
５

※
抽
選
に
よ
り
、
入
居
待
機
順
位

を
決
定
し
ま
す
。

入
居
待
機
期
間　

４
月
１
日（
金
）～
９
月
30
日（
金
）

申
込
資
格

・
令
和
４
年
２
月
10
日
時
点
で
、

町
内
に
３
カ
月
以
上
居
住
ま
た

は
勤
務
地
を
有
す
る
こ
と

・
現
に
同
居
し
て
い
る
か
た
ま
た

は
３
カ
月
以
内
に
同
居
す
る
親

族
が
い
る
こ
と

・
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
な
か
た

・
収
入
が
一
定
額
以
下（
※
）で

あ
る
こ
と

・
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

・
入
居
す
る
か
た
が
暴
力
団
員
で

な
い
こ
と

※
収
入
金
額
の
算
定
は
、扶
養
人

対
象
者

・
じ
ん
臓
機
能
障
が
い
に
よ
り
身

体
障
害
者
手
帳
１
級
が
交
付
さ

れ
て
お
り
、
血
液
透
析
療
法
を

受
け
る
た
め
町
外
の
医
療
機
関

へ
通
院
し
て
い
る
方

・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給

者
証
が
交
付
さ
れ
て
お
り
、
町

外
の
指
定
医
療
機
関
へ
通
院
し

て
い
る
方

補
助
額

公
共
交
通
機
関
利
用
者

　
運
賃
の
１
／
２　

自
家
用
車
利
用
者

　
距
離
に
応
じ
て
算
出
し
た

費
用
の
１
／
２

　

た
だ
し
、１
カ
月
に
つ
き
１
万

円
を
限
度
と
し
ま
す
。

　
こ
の
た
び
国
土
交
通
省
千
曲
川

河
川
事
務
所
で
は
、
信
濃
川
水
系

の
今
後
の
川
づ
く
り
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
実
施
内
容
と
な
る
信
濃

川
水
系
河
川
整
備
計
画（
変
更
原

案
）を
作
成
し
ま
し
た
。

　

信
濃
川
水
系
整
備
計
画（
変
更

原
案
）に
対
す
る
ご
意
見
を
関
係

住
民
の
皆
さ
ま
か
ら
募
集
し
ま

す
。　

　
意
見
募
集
の
時
期
や
方
法
等
の

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
専
用

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。〈専

用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
こ
ち

ら
か
ら
〉

問
い
合
わ
せ
先

　
国
土
交
通
省

千
曲
川
河
川
事
務
所
調
査
課

0
2
6（
2
2
7
）9
4
3
4

　
建
設
水
道
課
建
設
係

（
32
）3
1
2
9

　
令
和
３
年
10
月
分
か
ら
令
和
４

年
１
月
分
ま
で
の
児
童
手
当
を
２

月
10
日（
木
） 

に
指
定
口
座
へ
振

り
込
み
ま
す
。
受
給
者
の
皆
さ
ま

は
入
金
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

支
給
額（
１
人
当
た
り
月
額
）

《
３
歳
未
満
》

�

一
律
…
１
５
，０
０
０
円

《
３
歳
～
小
学
校
修
了
前
》

　
第
１
、２
子
…
１
０
，０
０
０
円

　
第
３
子
以
降

�

…
１
５
，０
０
０
円

《
中
学
生
》

�

一
律
…
１
０
，０
０
０
円

※
所
得
制
限
を
超
過
し
て
い
る
受

給
者
に
は
、
児
童
１
人
当
た
り

一
律
５
，０
０
０
円
を
支
給
し

ま
す
。

※
お
子
さ
ま
の
出
生
な
ど
、
世
帯

員
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

児
童
手
当
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
こ
ど
も
係（32

）３
１
１
４

団地名 桜ケ丘団地
建設
年度

H5 ～
H14

H13 ～
H14

構造 中層耐火
規模 3LDKY 2LDKY

家賃
（円）

21,300
～

36,200

21,600
～

32,300
LDK…居間兼食事室兼調理場
Y…浴室（浴槽、風呂釜付）

こ
ん
に
ち
は
農
業
委
員
会
で
す

家
族
経
営
協
定
を
ご
存
知
で
す
か
？

問
い
合
わ
せ
先　
農
業
委
員
会
事
務
局  （
32
）3
1
1
3

家
族
経
営
協
定
と
は
？

　

農
業
に
た
ず
さ
わ
る
世
帯
員
が
、
意
欲
と
や
り
が
い
を
持
っ
て
農

業
の
経
営
に
参
画
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
経
営
方
針
や
役
割
分
担
、

就
業
環
境
な
ど
に
つ
い
て
、
世
帯
員
の
間
で
家
族
経
営
協
定
の
内
容

を
決
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

協
定
の
内
容
は
、
生
活
の
変
化
に
応
じ
て
、
随
時
見
直
し
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

家
族
経
営
協
定
の
目
的

　

家
族
経
営
は
、
家
族
だ
か
ら
こ
そ
の
良
い
点
が
あ
る
一
方
で
、
経

営
と
生
活
と
の
境
目
が
不
明
確
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
や
労
働

時
間
、
報
酬
な
ど
の
就
業
条
件
が
あ
い
ま
い
に
な
り
や
す
く
、
そ
こ

か
ら
不
満
や
ス
ト
レ
ス
が
生
ま
れ
が
ち
で
す
。
家
族
経
営
協
定
に
よ

り
、
こ
の
よ
う
な
部
分
を
明
確
に
し
、
世
帯
員
が
経
営
に
参
画
す
る

こ
と
で
、
農
業
に
対
す
る
意
欲
や
能
力
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

家
族
経
営
協
定
の
メ
リ
ッ
ト

　

目
指
す
べ
き
農
業
経
営
の
姿
や
世
帯
員
の
役
割
が
明
確
と
な
り
、

働
き
や
す
い
環
境
と
農
業
経
営
の
改
善
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
農
業
者
年
金
の
政
策
支
援
加
入
制
度
や
補
助

事
業
な
ど
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
家
族
経
営
協
定
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

ご
相
談
は
産
業
経
済
課
農
政
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
が
長
期
化
す
る
中
、
さ
ま

ざ
ま
な
困
難
に
直
面
し
た
か
た
が

た
が
、
速
や
か
に
生
活・
暮
ら
し

の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
住

民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
し
て
、

１
世
帯
あ
た
り
10
万
円
の
現
金
を

支
給
し
ま
す
。

対
象
者

１　
令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
世
帯
主（
課
税
者
の
扶

養
親
族
等
の
み
で
な
る
世
帯
を

除
く
）

２　
令
和
３
年
１
月
以
降
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る

家
計
急
変
に
よ
り
、１
と
同
等

と
な
る
世
帯
の
世
帯
主

申
請
方
法

　
１
の
世
帯
へ
は
、
準
備
が
で
き

次
第
、
確
認
書
を
発
送
し
ま
す
の

で
、
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

　

２
の
世
帯
の
方
は
、
本
人
確
認

書
類
、
口
座
が
わ
か
る
通
帳
等
の

写
し
、
収
入
が
減
少
し
１
と
同
等

と
な
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
書
類
等
を
申
請
書
に
添
付
し
て

申
請
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
詳
細
は
今
後
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

広
報
紙
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

（
32
）6
5
2
2

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金

の
お
知
ら
せ

◦上水道使用料（2月期分）
　   大口１月使用分、一般12・1月分
◦下水道使用料（2月期分）
　   大口１月使用分、一般12・1月分  町営水道区域
　   一般10･11月分　佐久水道区域
◦農集排使用料（2月期分）
　   10・11月使用分
◦個別排水手数料（2月期分）
　   12・1月使用分

◦国民健康保険税（9期分）
◦後期高齢者医療保険料（8期分）
◦介護保険料（8期分）
◦保育料（2月分）
◦町営住宅使用料（2月分）
◦下水道負担金（4期分）

2月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

みよた広報 やまゆり  2022年2月号（12）（13）みよた広報 やまゆり  2022年2月号


